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衆
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政
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一
に
つ
い
て

技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
の
下
で
開
催
さ
れ
た
「
出
入
国
管
理
政
策
懇
談
会
」
の
「
外
国
人
受

入
れ
制
度
検
討
分
科
会
」
が
平
成
二
十
六
年
六
月
十
日
に
提
出
し
た
「
技
能
実
習
制
度
の
見
直
し
の
方
向
性
に
関
す
る
検
討

結
果
（
報
告
）
」
に
お
い
て
、
技
能
実
習
制
度
の
目
的
が
技
能
、
技
術
又
は
知
識
（
以
下
「
技
能
等
」
と
い
う
。
）
の
開
発

途
上
国
等
へ
の
移
転
を
図
り
、
開
発
途
上
国
等
の
経
済
発
展
を
担
う
「
人
づ
く
り
」
に
協
力
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、

技
能
等
の
修
得
及
び
移
転
を
確
実
に
達
成
す
る
監
理
団
体
（
技
能
実
習
生
の
技
能
等
を
修
得
す
る
活
動
の
監
理
を
行
う
営
利

を
目
的
と
し
な
い
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
実
習
実
施
機
関
（
本
邦
に
あ
る
事
業
所
に
お
い
て
技
能
実
習
を
実
施

す
る
法
人
又
は
個
人
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
み
技
能
実
習
生
の
受
入
れ
を
認
め
、
あ
わ
せ
て
、
技
能
実
習
生
の
人
権
保
護

の
強
化
、
監
理
団
体
の
監
理
体
制
の
強
化
、
関
係
機
関
に
よ
る
監
理
団
体
等
に
対
す
る
監
視
体
制
の
構
築
等
を
図
り
、
技
能

実
習
制
度
か
ら
不
適
正
な
監
理
団
体
等
を
排
除
す
る
よ
う
な
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
提
言
が
な
さ
れ
て

お
り
、
今
後
、
こ
の
提
言
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

一



介
護
分
野
を
技
能
実
習
制
度
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
技
能
実
習
制
度
の
目
的
を
踏
ま

え
つ
つ
、
十
分
な
日
本
語
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る
介
護
分
野
の
特
性
等
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

二


